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★ ２４年度報酬改定に向けて、地域密着型サービスの検討開始  

－厚労省・介護給付費分科会報告（2023年 6月 28日） 
 6月 28日、第 218回介護給付費分科会が開催され、2024年度介護報酬改定に向け、個別サービスに関する事

業所数・要介護度の分布・費用額などの現状と 2021 年度介護報酬改定の検証も踏まえた課題が厚労省より示さ

れました。分科会では、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護」「小規模多機能型居宅介護」

「看護小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護」について意見交換が行われました。 

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護」では、両サービスの機能・役割や、これまで

の介護報酬改定における対応等を踏まえ、両サービスの将来的な統合・整理について、「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護」の更なる普及に向けて、限られた人材を有効に活用しながら、効率的なサービスを実施する

ことについて論点を示しました。

 
「小規模多機能型居宅介護」では、利用者の態様や希望に応じて、中重度となっても在宅での生活が継続で

きるよう支援することを目的として創設された小規模多機能型居宅介護の更なる普及が求められる中、期待さ

れるサービスを安定的に実施することについて論点を示しました。

 
「看護小規模多機能型居宅介護」では、医療ニーズを有する中重度の要介護者の生活を支える地域の拠点で

ある看護小規模多機能型居宅介護の更なる普及が求められる中、期待されるサービスを安定的に実施すること

について論点を示しました。 

「認知症対応型共同生活介護」では、今後も高齢化の進展による重度の要介護者、独居・認知症高齢者が増

大する一方で、現役世代の減少に伴う担い手不足が見込まれている中、医療ニーズへの対応の更なる強化、介

護人材の有効活用について論点を示しました。 

各委員から出された意見を一部紹介します。 

「看護小規模多機能型居宅介護」について、「専門・認定看護師らを配置する事業所を加算で評価するこ

と」「看取り期などで宿泊した利用者は包括評価の対象外とすること」「訪問看護を単独で提供する事業所の

管理者が看多機と兼務できるように運営基準を緩和してほしい」などの意見が出されました。 
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「認知症対応型共同生活介護」について、「医療ニーズへの対応を強化するため、訪問診療などによる医療

体制の強化が必要である」「2021年度介護報酬改定で夜勤職員の配置基準が緩和されたが、夜勤では休憩時間

すらきちんと取れないという声を大勢の方から聞いている。しっかり人員配置できるようにし、安易に緩和し

てはならない」などの意見が出されました。 

 その他の意見として、厚労省が示した調査結果で「人件費等のコストが加算額に見合わない」との回答が多

数にのぼり、「加算の引き上げを求める」などの意見や低賃金などで、「介護職員が業界外に流出している危

機的状況だ」などの意見が出されました。 

※第218回社会保障審議会介護給付費分科会資料：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33719.html 
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